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 ～銀行・保険会社グループの業務範囲規制のあり方等について～ 

【抜粋】 

 銀行・保険会社については、これら金融機関の経営の健全性を確保する観点から、他業禁止規制が課さ

れ、その行いうる業務については、その子会社、兄弟会社等の行いうる業務と併せて、関係法令等にお

いて限定的に定められている。 

こうした業務範囲規制は、他業禁止の趣旨（本業に専念することによる効率性の発揮、利益相反取引の

防止、他業リスクの回避等）を踏まえたものである。 

 

 銀行・保険会社グループの業務範囲の拡大を検討するに当たっては、銀行・保険会社本体の経営の健全

性確保が強く求められるものと考えられる。 

実際に、個別の業務を銀行・保険会社グループに認めるか否かについては、当該業務が銀行・保険会社

本体の経営の健全性に及ぼす影響を踏まえつつ、利用者利便の向上、銀行・保険会社グループ全体とし

ての経営の効率化、国際競争力の確保等を勘案した上で、きめ細かく判断していくことが適当である。 

その際、個別の業務を、銀行・保険会社本体、子会社、兄弟会社のいずれかに認めるかについては、他

業禁止の趣旨を踏まえつつ、 

・ 当該業務と銀行・保険会社の本来的業務との機能的な親近性 

・ 当該業務のリスクと既に銀行・保険会社が負っているリスクとの同質性 

・ 銀行・保険会社本体へのリスク波及の程度 

等を勘案して決定すべきものと考えられる。 


